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本日の説明内容

① GoTech事業 （旧 サポイン事業）

② ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
（ものづくり補助金）

③ 事業再構築補助金

④ サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）

⑤ 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
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すべての補助金に共通な要点

① 目的に合致した事業であるか？

② 各補助金の基本要件が満たされているか？

③ 補助事業の開始から事業化までのストーリーが描けているか？

④ 審査項目を最重要視する。

⑤ 加点項目は極力取得する。

⑥ 申請書作成に当たっては分かり易く丁寧に記載しているか？
審査員は全てにおいての「専門家」ではありません。
審査員によく理解してもらえないと良い点数は貰えません。

※ 最後まで手抜きをせず必ず「取る」という強い気持ちで取り組む。
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【電子申請について】

最近の補助金などの申請はほとんど「電子申請」になっています。
そのために申請をする前に「ＩＤ」の取得と「パスワード」の設
定をしておかなければなりません。

今回ご説明致します５つの「補助金」では、GoTech事業のみ
「e-Rad」（ｲｰﾗｯﾄﾞ）を使います。
その外の補助金は「Jgrants」（ｼﾞｪｲｸﾞﾗﾝﾂ）を使います。
詳しくは下記よりご覧ください。

e-Rad ：https://www.e-rad.go.jp/about.html

Jgrants：https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

https://www.e-rad.go.jp/about.html
https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show
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※ G-ビズID取得には時間が掛
かるので早めに申請をする
必要あります。
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https://www.jgrants-portal.go.jp/
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① GoTech 事業

【 目 的 】（抜粋）

● 特定ものづくり基盤技術（１２技術分野）及びＩｏＴ、ＡＩ等の

先端技術を活用した高度なサービスに関する研究開発や試作品開

発等の取組を支援し、イノベーションによる我が国製造業 及

びサービス業の国際競争力の強化を図る。

●中小企業者等が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、事

業化につ ながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓

への取組みを最大３年間支援します。
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今後の予定

令和４年度は２回の募集が行われました。

例年は１回の募集です。

例年の募集開始は２月後半あたりですので今年も間もなく公募が開始さ
れるものと思われます。

通常では、GoTechに申請する場合には半年ほど前から準備する必要が
ありますので今年の申請には間に合いません。
半年ほど前から中小機構近畿本部のGoTech担当窓口に事前に予約をし
てご相談に行かれることをお勧めします。

中小機構近畿本部 企業支援部
中小企業アドバイザー
小西 章雄 様
電話：06-6264-8613
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どんなものに使えるか？

●大学や公設試などと共同で行う研究開発事業費（以下の経費）。

● （１）物品費

①設備備品費（機械装置備品費 、土木・建設工事費 、 保守・

改造修理費 、外注費）②消耗品費

（２）人件費・謝金

①人件費（研究員費、管理員費、補助員雇用費）、 ②謝金

（３）旅費

（４）その他

①外注費、印刷製本費、③運搬費、④其の他（諸経費）

１）技術導費、２）通訳・翻訳費、３）知的財産権関連経費、

４）マーケッティング調査費、５）賃貸借費、６）その他）

（５）委託費

（６）間接経費
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9※近畿経済産業局様の資料を引用
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※中小機構近畿本部様の資料を引用
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※中小機構近畿本部様の資料を引用



www.kiacnet.org

12
※中小機構近畿本部様の資料を引用
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通 常 枠

対象者 中小企業、特定事業者等（※）大学・公設試を含む

申請要件 ①大学・公設試等を含む共同体を構築していること

②高度化指針を踏まえた研究開発であること

③補助事業期間終了後5年以内に事業化達成する計画であるこ

補助上限 単年度：４,５００万円以下

３年間合計：９,７５０万円以下

補助率 中小企業者等：2/3以内、大学・公設試等：定額
(※)一部定額上限あり、課税所得15億円超中小企業等は１/２以内

対象経費
人件費・謝金、機械装置等の設備備品費、消耗品費、委託費等

スケ
ジュール
(令和4年実績)

一次公募期間：令和4年2月25日～令和4年5月9日 採択発表：令和4年6月27日
二次公募期間：令和4年6月27日～令和4年8月22日採択発表：令和4年10月3日
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出資獲得枠

対 象 者 中小企業、特定事業者等（※）大学・公設試を含む

申請要件 ➀高度化指針を踏まえた研究開発であること

➁補助事業期間終了後5年以内に事業化達成する計画であること

➂当該研究開発プロジェクトに関し、補助事業開始から補助事業終

了後1年までの間にファンド等の出資者からの出資を予定しているこ

と

補助上限 単年度：１億円以下
３年間合計：３億円以下
但し、補助上限額は、民間ファンド等の出資者が出資を予定してい
る金額の２倍を上限とする。

補助率 中小企業者等：２/３以内、大学・公設試等：定額
(※)一部定額上限あり、課税所得15億円超中小企業等は１/２以内

対象経費
人件費・謝金、機械装置等の設備備品費、消耗品費、委託費等

スケ
ジュール
(令和4年実績)

一次公募期間：令和4年2月25日～令和4年5月9日 採択発表：令和4年6月27日
二次公募期間：令和4年6月27日～令和4年8月22日採択発表：令和4年10月3日
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（特定ものづくり基盤技術） ← 詳細
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中小サービス事業者の 生産性向上のための
ガイドライン

詳細 ⇒  中小サービス事業者の 生産性向上のためのガイドライン
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※近畿経済産業局様の資料を引用
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※近畿経済産業局様の資料を引用
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② ものづくり補助金
https://portal.monodukuri-hojo.jp/

【 事業の目的 】

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次い

で直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡

大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中

小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開

発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を

向上させるための設備投資等を支援します。
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どんなものに使えるか？

●新しい取り組みによって行う販売やサービスのための機械装置や
システムなどに使える。【革新的サービス】

●新しい製品等に取り組むための試作品を開発する機械装置等に使
える。【試作品開発】

●生産現場の生産性向上のための機械装置やシステム等に使える。
【生産プロセスの改善】

●「もの補助」の経費のほとんどは機械装置に使われている。

● 建物費や人件費などには使えない。
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【 第１４次受付締切分 】

公募開始：令和５年１月１１日（水） １７時～

申請受付：令和５年３月２４日（金） １７時～

応募締切：令和５年４月１９日（水） １７時

採択発表：令和５年６月中旬頃（予定）

交付申請：採択後直ちに交付申請する。

交付決定：交付申請から１週間ほど（予定）

※ 交付決定通知書を受領以降に事業開始が可能となる

【 事 業 実 施 期 間 】

通常枠、グリーン枠など 交付決定日から１０ヶ月以内

（但し、採択発表日から12ヶ月以内）

グローバル市場開拓枠 交付決定日から１２ヶ月以内

（但し、採択発表日から14ヶ月以内）

次回分 公募開始・申請受付開始・応募締切・採択発表
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公募次 公募締切日 採択発表日 応募者数 採択件数 採択率

第１次締切 令和2年3月31日 令和2年4月28日 2,287 1,429 62.5

第２次締切 令和2年5月20日 令和2年6月30日 5,721 3,267 57.1

第３次締切 令和2年8月3日 令和2年9月25日 6,923 2,637 38.1

第４次締切 令和2年12月18日 令和3年2月18日 10,041 3,132 31.2

第５次締切 令和3年2月22日 令和3年3月31日 5,139 2,291 44.6

第６次締切 令和3年5月13日 令和3年6月29日 4,875 2,326 50.4

第７次締切 令和3年8月17日 令和3年9月27日 5,414 2,729 50.4

第８次締切 令和3年11月11日 令和4年1月12日 4,584 2,753 60.1

第９次締切 令和4年2月8日 令和4年3月25日 3,552 2,223 62.6

第１０次締切 令和4年5月11日 令和4年7月15日 4,224 2,584 61.2

第１１次締切 令和4年8月18日 令和4年10月20日 4,668 2,786 59.7

第１２次締切 令和4年10月24日 令和4年12月16日 3,200 1,885 58.9

第１３次締切 令和4年12月22日 令和5年2月中旬予定

第１４次締切 令和5年4月19日

ものづくり補助金（応募者ー採択数―採択率）
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基本要件

＜以下の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定することが必要＞

① 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均１．５％以上増加。
（被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む

場合は、年率平均１％以上増加）

② 事業計画期間において、事業場内最低賃金（補助事業を実施する事業

場内で最も低い賃金）を、毎年、地域別最低賃金＋３０円以上の水準。

③ 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上

増加。

＜以下に同意の上、事業計画を策定・実行することが必要＞

④ 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定が必要。

交付後に策定していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求

めます。

もP.12
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項目 要件

概 要 「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法
の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

補助金額 従業員数 ５人以下 ：１００万円 ～ ７５０万円

６人～２０人 ：１００万円 ～ １，０００万円

２１人以上 ：１００万円 ～ １，２５０万円

補 助 率 通常は１／２、 小規模企業者・小規模事業者 ・ 再生事業者（※） は ２／ ３

※本事業における再生事業者の定義は、別紙４の通り。それぞれの枠の補助率に

関わらず、補助率が2/3となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があ

ります。

設備投資 単価５０万円（税抜き）以上の設備投資が必要

補助対象経費
① 機械装置・システム構築費、② 運搬費、③ 技術導入費、④知的財産関連経費、

⑤外注費、⑥ 専門家経費、⑦ クラウドサービス利用費、⑧ 原材料費

通 常 枠 （公募要領 もP.14）
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一般型（通常枠）
グローバル市場開拓枠

項 目 要 件

概要 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産
プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支
援（①海外直接投資類型、②海外市場開拓（JAPANブランド）類型、③イ
ンバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合
致するもの）

補助金額 １，０００万円 ～３，０００万円

補助率 通常は１／２、 小規模企業者・小規模事業者は２／３

設備投資 単価５０万円（税抜き）以上の設備投資が必要

補助対象
経費

① 機械装置・システム構築費、② 運搬費、③ 技術導入費、④知的財産

関連経費、⑤外注費、⑥ 専門家経費、⑦ クラウドサービス利用費、

⑧ 原材料費、⑨ 海外旅費、⑩ 広告宣伝費・販売促進費（海外市場開拓

（JAPANブランド）類型のみ）

（もP.17）
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（特定ものづくり基盤技術） ← 詳細
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中小サービス事業者の 生産性向上のための
ガイドライン

詳細 ⇒  中小サービス事業者の 生産性向上のためのガイドライン
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事業計画名・事業計画の概要

「事業計画名」「事業計画の概要」は共に重要です。 事業の内容が分かるように

しっかり吟味して記載して下さい。審査員はここから読み始めて審査に入ります。

審査員はすべてについての専門家ではありませんので「分かり易く」記載して下

さい。
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具体的な内容 （その１）

ここから具体的な事業の内容の記載が始まります。

・先ず、現状分析を行い、『課題』を抽出する。その課題を解決する事業として位置づけ、

目的、手段について、工程ごとに、不可欠な開発内容、材料や機械装置等を明確にし

ながら具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載して下さい。

・ 本補助事業を行うことによって、どのように他社と差別化し競争力強化が実現するか

について、具体的に説明してください。
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開発スケジュール 及び 開発体制

31
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具体的な内容 （その２）

・ ここでは、補助事業が完了した後に、その製品やサービスをどのようにして自

社の事業の成長につなげていくかの段階を具体的に説明して、実際の営業活

動を展開し事業を伸ばして行くかを記載して下さい。

また、市場の動向や市場規模などを把握していくか等々記載して下さい。

・ その結果が「会社全体の事業計画」の数字へと繋がって行くことになります。

・ ここでも、政府の白書や記事、各種のグラフなど視覚と理論に訴えて行きます。
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会社全体の事業計画 （その３）

① 会社全体の事業計画（表）における「付加価値額」や「給与支給総額」等について、
数字の算出根拠（実現の筋道）を明記してください。

② 本事業計画（表）で示した数値は、補助事業終了後に、事業化状況等報告において
伸び率の達成状況の確認を行います。
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算出根拠（重要）

① 会社全体の事業計画（表）における「付加価値額」や「給与支給総額」等について、
数字の算出根拠（実現の筋道）を明記してください。
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申請書作成上の注意事項

① 審査員は全ての専門家ではない！従って、審査員が一度読んで内容が

よく理解できるように、分かり易く記載すること。

専門用語、業界用語は使わない。使う場合には（）内に注釈を付ける

② 事業計画書を作成する前に事業の開始から完了までをイメージしてス

トーリーを作ること。

③ 公募要領を熟読する。必要なことは公募要領に書いてある。

確認しながら記載する。

④ 「審査項目」は絶対に読み落とさないこと。設問になっているのでよ

く理解し計画書内で答えを漏らさないこと。

⑤ 「事業計画書」には文字だけで書かないで写真、図面、ポンチ絵、グ

ラフなども使って説明する。比較表も有効。

⑥ 事業計画書が出来たら内容を知らない人に読んでもらいアドバイスを

貰う。内容が分からない場合には何度もブラシュアップする。

⑥ 事業計画書は「その１」「その２」「その３」を含めて１０頁以内に

収めること。
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審査項目について （重要）

①審査員は「審査項目」に基づいて審査し採点します。
「技術面」「事業化面」「政策面」の合計で１００点満点です。
これに「加点項目」の点数を加えた「合計点」で評価されます。

② 審査項目を無視した記載については採点されません。
各審査項目の内容を十分に読み、頭に置きながら申請書
（事業計画書）を記載してください。
審査項目（設問）に対して絶対に漏らさないように対応
して記載して下さい。

④ 審査項目への対応記載は極力本文中にて記載して下さい。
記載できない場合には本文最後に別途記載して下さい。

⑤ 次頁以降の朱記部分はそのキーワードです。
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審査項目（適格性）

（1） 補助対象事業としての適格性

・「５．補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等」を
満たすか。 （P.12参照）

・３～５年計画で「付加価値額」年率平均３％以上の増加等
を達成する取組であるか。
なお、「応募者の概要」に記載いただいた内容は、審査に
考慮されません。

・補助事業の実施場所（工場や店舗等）を有していることが必須
・事業の主たる課題の解決そのものを委託せず、自社で実施する

こと。
・試作品等の製造・開発の主たる部分を他社に委託しないこと 。

（もP.33）
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審査項目（技術面）（－１）

（２）技術面（赤文字はキーワード）

① 新製品・新サービス（既存技術の転用や隠れた価値の発掘

（設計・デザイン、アイデアの活用等を含む））の革新的な

開発となっているか。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」

又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関す

る指針」に沿った取組みであるか。

（もP.33）
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審査項目（技術面）（- ２）

② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確

になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度

の考え方を明確に設定しているか。

③ 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込

まれるか。

④ 補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わって

いるか。

（もP.33）
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審査項目（事業化面）

（３）事業化面
① 補助事業実施のための社内外の体制（人材、事務処理能力、専門

的知見等）や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行でき

ると期待できるか。

金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。

② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の

成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が

明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有

無を検証できているか。

③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、

かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。

④ 補助事業として費用対効果（補助金の投入額に対して想定され

る売上・収益の規模、その実現性等）が高いか。

（もP.33）
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審査項目（政策面）（-１）

（４）政策面
① 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇

用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長（大

規模災害からの復興等を含む）を牽引する事業となることが期待

できるか。

② ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・

サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバ

ル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。

③ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築

してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課

題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性

向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等（大学等を

含む）が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効

果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行う

など経営資源の有効活用が期待できるか。

（もP.33）
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審査項目（政策面）（-２）

④ 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境

に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技

の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が

国のイノベーションを牽引し得るか。

⑤ ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、

事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成

長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容

となっているか。

※ (5)グリーン枠、(6)グローバル枠、(7)大幅賃上げ特例に

ついては別途項目があります。詳しくは公募要領参照。

（もP.34）
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審査項目（加点項目）－１

（８）加点項目
① 成長性加点：「有効な期間の『経営革新計画』※の承認を取得した事業者」

② 政策加点： （※申請書、承認書のＰＤＦが必要）

②-１：「創業・第二創業後間もない事業者（５年以内）」

※ 会社成立の年月日（個人事業主の場合は開業日）又は代表取締役の就任

日が公募開始日から５年以内である場合に対象となります。なお、個人事業

主や組合にあっては「第二創業」の加点はありません。

個人事業主の営む事業を承継する場合は承継者の「創業」として申請下さい。

②-２：「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」

②-３：再生事業者（本事業における再生事業者の定義は別紙４の通り）

②-４：「デジタル技術の活用及びＤＸ推進の取り組み状況」（デジタル枠のみ）

②-５：令和４年度に健康経営優良法人に認定された事業者

②-６：J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者

②-７：「新規輸出1万者支援プログラム」に登録した事業者（グローバル市

場開拓枠のう ち、②海外市場開拓（ＪＡＰＡＮブランド）類型のみ）

②-８：取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしてい

る事業者（グリーン枠のみ）

（もP.34）
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審査項目（加点項目）－２

③ 災害等加点：「有効な期間の『事業継続力強化計画』※の認定を取得し
た事業者」 （※申請書、承認書のＰＤＦが必要）

④ 賃上げ加点等：
④-1:「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均２％以上増加

させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋６０円以上の水
準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」、又
は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均３％以上増
加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋９０円以上の
水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」に
対して加点を行います。

④-2:「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立
ち任意適用に取り組む場合」

※ 枠により、加点項目の数が異なります。（詳しくは公募要領を参照）
※ 加点項目の一部については、エビデンスとなる添付書類を提出して下

さい。
※ 審査の結果、各要件に合致した場合にのみ加点されます。

（もP.35）
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審査項目（減点項目）

（７）減点項目

① 応募締切日から過去３年間に、類似の補助金＊の交付決定を

１回以上受けている場合。（過去3年間に、既に２回以上交

付決定を受けた事業者は申請対象外となります。）

＊ 平成３０年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、

令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、
令和二年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性
向上促進事業。

② 回復型賃上げ・雇用拡大において、繰越欠損金によって課税所

得が控除されることで申請を満たしている場合。

（もP.36）
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経営革新計画・事業継続力強化計画（重要）
審査項目の「加点項目」にある「経営革新計画」「事業継続力計画」に
ついては特に重要です。

審査員は「審査項目」を使って審査し採点します。
「技術面」「事業化面」「政策面」の合計で１００点満点です。
これに「加点項目」の点数を加えた「合計点」で評価されます。

加点項目の「経営革新計画」は自社の経営全体の革新計画（通常５年計
画）でありその計画を都道府県知事が「承認」します。
その一部として「ものづくり補助金」として申請する訳ですので審査員
に与えるインパクトは「加点」の点数以上に大きいと思われます。
「事業継続力計画」もしかりであり、重要です。

「経営革新計画」は各都道府県に申請窓口があります。（次頁参照）
申請書を記載した後窓口に連絡してヒアリングを受けて下さい。窓口で
は「承認を受けれるまで」アドバイスを続けて呉れます。

「事業継続力強化計画」は下記からオンラインで申請できます。
⇒ 事業継続力強化計画

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_tandoku.pdf?0627
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経営革新計画（－１）

「経営革新」の定義

（定義）「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の
相当程度の向上を図ること」

Ⅰ 新事業活動とは

・以下６つの「新たな取り組み」を言います。

① 新商品の開発又は生産

② 新役務（サービス）の開発又は提供

③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

④ 役務（サービス）の新たな提供の方式の導入

⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用

⑥ その他の新たな事業活動

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/keiei/ （大阪府窓口）
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/ie04_000000017.html （兵庫県窓口）
https://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/keiei-kakusin.html （京都府窓口）
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経営革新計画（－２）

Ⅱ．経営の相当程度の向上とは

・経営革新による経営の相当程度の向上を示す指標として、

付加価値額（又は一人当たり付加価値額）と給与支給総

額があります。

・付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

（一人当たり付加価値額は、付加価値額を従業員数で除したもの）

・給与支給総額＝給料＋賃金＋賞与＋各種手当

また、事業期間の最終年において、直近期末の各数値と比較して、
以下の伸び率をともに満たすことが必須。

事業期間の最終年 付加価値額又は一人当た

りの付加価値額の伸び率
給与支給総額の伸び率

事業期間３年 ９％ 以上 ４.５％ 以上

事業期間４年 １２％ 以上 ６.０％ 以上

事業期間５年 １５％ 以上 ７.５％ 以上
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経営革新計画（－３）

●承認手続き

（１） 対象者の要件、計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容

について下記に問合せ

都道府県担当部局

（兵庫県：産業労働部 地域経済課 078-362-3313

（大阪府：大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営革新グル

ープ 06-6941-0351 内線2634）

中小企業支援センター、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会へ相談可

（２） 申請書は都道府県担当部局にある。都道府県により運営が違うので要注意。

上の担当部局にて相談、内容確認などがして貰えるが予約して訪問が必要。

（３）申請書提出先は上記都道府県担当部局

（４）支援機関等による審査があり、助成措置が決定される。

※ 認証には２~３ヶ月掛かることもありますので早めの申請が必要です。
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事業継続力強化計画 （－１）

●「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等

経営強化法等の一部改正する法律（中小企業強靭化法）」

に基づき施行される。

● 防災・減災への取り組みを「事業継続強化計画」にとりま

とめ、国（経済産業大臣）が認定する。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm （詳細）

事業継続力強化計画の手引き ← ここから入ります。
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事業継続力強化計画 （－２）

● 要求される記載事項

（１） ハザードマップなどを活用した自然災害リスクの確認方法

（２） 安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順

（３） 人員確保、建物・設備の確保、資金繰り対策、情報保護に

向けた具体的な事前対策

（４） 訓練の実施や計画見直しなど

※ 事業継続力強化計作成画指針（PDF)

※ 事業継続力強化企画基本方針（PDF)

※システムを利用する場合は、GビズIDアカウントが必要となります。

※ 個別支援（ハンズオン支援）が受けられる。
中小企業強靭化対策事務局
☎ ０３－６２１３－２４００
メール：info_kyojinka@tohmatsu.co.jp
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まとめ
①「基本要件」は満たしているか？

② この補助事業で解決できる「課題」はあるか？

③「単価５０万円」以上の設備投資はあるか？

④ 補助事業の実施場所（工場や店舗等）を自社で有しているか？

⑤ 申請書作成に当たっては分かり易く丁寧に記載しているか？

審査員は全てにおいての「専門家」ではありません。

審査員によく理解してもらえないと良い点数は貰えません。

⑤「会社全体の事業計画 」における「付加価値額」等の算出については、

算出根拠を添付しているか？

⑥「審査項目」の設問に対する回答は適正か？

⑦「経営革新計画」の申請書・承認証はあるか？

⑧「事業継続力強化計画」の申請書・承認証はあるか？

⑨第三者に「事業計画書」の確認をして貰ったか？

⑩ 事業計画書は１０ページに収まっているか？
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【お問合せ先】

〇 応募に関する不明点は、ものづくり補助金事務局サポートセンターまでお問合せ

ください。問い合わせが集中した場合、回答に時間を要する可能性がございます

ので、ご了承ください。

＜ものづくり補助金事務局サポートセンター＞

受 付 時 間：１０：００～１７：００（土日祝日を除く）

電 話 番 号：０５０－８８８０－４０５３

メールアドレス：

公募要領に関するお問合わせ： monohojo@pasona.co.jp

電子申請システムの操作に関するお問合わせ：

monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp

〇 ＧビズＩＤに関する問い合わせは、ＧビズＩＤのホームページをご参照

ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

（もP.2）
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③ 事業再構築補助金
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

54

第９回締切分

公募開始：令和５年１月１６日（月）

申請受付：令和５年２月１５日（水）

応募締切：令和５年３月２４日（金）

採択発表：令和５年６月上旬～中旬頃を予定

5,800 億円

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


www.kiacnet.org

事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売

上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代

の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事

業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大

等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を

支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としま

す。
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どんなものに使えるか？

● コロナなどの影響により停滞した業績を回復するために行う
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編する事業

●もの補助などでは使えない「建物費」にも使える。
（建物の建設・改修費用）

● その外はほとんど「ものづくり補助金」と変わらない
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【補助対象事業の類型 ① 通常枠】 （再P-10）

項 目 要 件

概 要 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又
はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新
たな挑戦を支援。

補助金額 【従業員数20人以下】 100万円～ 2,000万円
【従業員数21～50人】 100万円～ 4,000万円
【従業員数51～100人】 100万円～ 6,000万円
【従業員数101人以上】 100万円～ 8,000万円

補助率 中小企業者等 2/3 （6,000万円超は1/2（※））
中堅企業等 1/2 （4,000万円超は1/3（※））

補助事業
実施期間

交付決定日～12か月以内（ただし、採択発表日から14か月後の
日まで）

補助対象経費
（P-24)

建物費、機械装置・システム構築費（リース料を含む）、技術
導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注
費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

※ 補助金額によって補助率が異なりますのでご注意ください。
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①「通常枠」の他に以下の枠がある。(詳しくは公募要領をお読み下さい)

②「大規模賃金引上げ枠」
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むととも
に、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。

③「回復・再生応援枠」
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再
生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。

④「最低賃金枠」
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい
中小企業等の事業再構築を支援。

⑤「グリーン成長枠」
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行
計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を
支援。

⑥「緊急対策枠」
原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小
企業等の事業再構築を支援。



www.kiacnet.org

補助対象事業の要件 （再P-12）

事業類型 要 件

通常枠 ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業で

あること【事業再構築要件】

②2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合

計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１月～３月）の同３

か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること等【売上

高等減少要件】

（※）売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細

については、P16の「（２）【売上高等減少要件】について」を

参照してください。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額

が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機

関（金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関の
みでも可）と策定していること【認定支援機関要件】

④補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、

又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する

見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
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事業再構築要件 （再P-15）

①

新分野展開
中小企業等が主たる業種（売上高構成比率の最も高い事業が属する、総

務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同

じ。）又は主たる事業（売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務

省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同

じ。）を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しく

はサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。

②事業転換 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提

供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更

することをいう。

③業種転換 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提
供することにより、主たる業種を変更することをいう。

④業態転換 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更
することをいう。

⑤事業再編 会社法上の組織再編行為（合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業

譲渡）等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展

開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。

「事業再構築指針」（https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html）
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売上高等減少要件 (再P-16)

応募申請にあたり、以下の点に留意してください。

ア．「2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計

売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１月～３月）の同３か

月の合計売上高と比較して10％以上減少していること」を満たさな

い場合には、以下の要件を満たすことでも申請可能です。

2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付

加価値額が、コロナ以前（2019年又は2020年１月～３月）の同３

か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していること。

イ. 「任意の３か月」とは「2020年4月以降の連続する６か月間」の範

囲内であれば連続した3か月である必要はありません。

ウ．「コロナ以前の同３か月」とは、原則、事業者が任意で選択した

３か月と2019年１月～12月又は2020年１月～３月の同３か月とし

ます。
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付加価値額要件

ア．付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをい
います。

イ．成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する
（申請者における）決算年度の付加価値額とします。

事業終了後３～５年で、付加価値額の年率平均3.0％（【グリーン

成長枠】については5.0％）以上、又は従業員一人当たり付加価値

額の年率平均3.0％（【グリーン成長枠】については5.0％）以上

の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。
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認定支援機関要件 （再P17)

・応募申請にあたり、以下の点に留意してください。

ア．事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談の上策定してください。

イ．事業計画を認定経営革新等支援機関と策定し、「認定経営革新等支援

機関による確認書」を提出してください。

ウ．補助金額が3,000万円以下の事業計画は、認定経営革新等支援機関

（地域金融機関、税理士等）と、補助金額が3,000万円を超える事業

計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関（金融機関が認定経営

革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可）と共同で策定する

必要があります。3,000万円を超える事業計画は、「金融機関による

確認書」を提出してください。

エ．新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、認定経営革新機関等

にご相談される際は、オンライン会議で行うことや、事前に電話等で

問い合わせをした上でご訪問されることを推奨します。
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審査項目 ・ 加点項目 （再P.39）

（１）補助対象事業としての適格性
「４．補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後３～５年計画
で「付加価値額」年率平均３.0％（（【グリーン成長枠】については
5.0％））以上の増加等を達成する取組みであるか。

（２）事業化点
① 本事業の目的に沿った事業実施のための体制（人材、事務処理能力

等）や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待で
きるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も
踏まえ採点します。

② 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニー
ズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、
マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できてい
るか。

③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事
業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。補助事業の課
題が明確になっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当か。
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④ 補助事業として費用対効果（補助金の投入額に対して増額が想定され
る付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等）が高いか。その
際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既
存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組と
なっているか。

（３）再構築点
① 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への

転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うもの
であるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員
が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考
慮し採点します。

② 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスや足
許の原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響で深刻な被害が生
じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。

③ 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合
わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。

④ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じ
て、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。

⑤ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・
ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に
強い事業になっているか。
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（４）政策点
① ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より

生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じ
て、日本経済の構造転換を促すことに資するか。

② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって
特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。

③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を
達成するために有効な投資内容となっているか。

④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・
サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル
市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。

⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対す
る経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長
（大規模災害からの復興等を含む）を牽引する事業となることが期待
できるか。

⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築し
てサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題に
ついて複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が
期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等（大学等を含
む）が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待
できるか。
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（５）グリーン成長点（グリーン成長枠に限る）
（省 略）

（６）加点項目
【大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点】

① 2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同
月比で30％以上減少していること（又は、2021年10月以降のいずれ
かの月の付加価値額が、対2020年又は2019年同月比で45％以上減少
していること）。

（７）減点項目等
【グリーン成長枠】

既に過去の公募回で採択又は交付決定を受けている場合には、一定の
減点を受けることとなります。加えて、別事業要件及び能力評価要件
についても審査され、追加での減点となる場合もあります。これらに
ついては、別事業要件及び能力評価要件の説明書に基づき評価されま
す。

【複数の事業者が連携して事業に取り組む場合】
連携体の必要不可欠性について審査された結果、減点の対象となる場合
があります。これについては、連携の必要性を示す書類（代表申請者
用）に基づき審査されます。
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補助事業の具体的取組内容
１：補助事業の具体的取組内容
① 現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の

必要性、事業再構築の具体的内容（提供する製品・サービス、導入する
設備、工事等）、今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、
事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組について具体的に
記載してください。

事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番
、取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能
な限り詳細なスケジュールを記載してください。
※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。

② 応募申請する枠（通常枠、大規模賃金引上枠、回復・再生応援枠、最低賃
金枠、グリーン成長枠、緊急対策枠）と事業再構築の種類（「事業再
編型」、「業態転換型」、「新分野展開型」、「事業転換型」、「業種転
換型」）に応じて、「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してくだ
さい。どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なの
かについて、事業再構築指針とその手引きを確認して、具体的に記載して
ください。

（再P.32）

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
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③ 補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競
争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具
体的に記載してください。

④ 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、
再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記
載してください。

⑤ 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事
業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行
う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に
記載してください。

２：将来の展望（事業化に向けて想定している市場及び期待される効果）

① 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット
及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性
や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。

② 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量
産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。

③ 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。

（再P.33）
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３：本事業で取得する主な資産

① 本事業により取得する主な資産（単価50万円以上の建物、機械装置・シ
ステム等）の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。（補助
事業実施期間中に、別途、取得財産管理台帳を整備していただきます。）

４：収益計画

① 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載
してください。

② 収益計画（表）における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記
載してください。

③ 収益計画（表）で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状
況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。

（再P.33）
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※収益計画（表）における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載してください。
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算出根拠（重要）

① 会社全体の事業計画（表）における「付加価値額」や「給与支給総額」等について、
数字の算出根拠（実現の筋道）を明記してください。
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事前着手申請 （再P.30）

本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による
事業活動への影響等も鑑み、早期の事業再構築を図って頂くために必
要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事

前着手の承認を受けた場合は、令和3年12月20日以降に購入契約（発
注）等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができる。
交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を

約束するものではありません。また、令和３年12月19日以前に行わ
れた購入契約（発注）等については、補助対象経費として認められま
せん。

① 受付期間令和5年1月16日（月）～交付決定日まで
② 提出方法

応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務
にjGrantsよりご提出ください。

※事前着手申請用URL：
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EpDgEAK 

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EpDgEAK
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まとめ
①「事業再構築要件」は的確に選択できているか？

②「売上高等減少要件」は満たしているか？

③「経営革新等認定支援機関」の「確認書」は取得しているか？

④「付加価値額」の要件は満たしているか？

⑤「審査項目」の設問に対する回答は適正か？

⑥「収益計画（表）」における「付加価値額」の算出については、

算出根拠を添付しているか？

⑦ 事前着手申請が出来る。

⑧ Ｊグランツを使うためのＧＢビズＩＤを取得しているか？

⑨ 第三者に「事業計画書」の確認をして貰ったか？

⑩ 申請書作成に当たっては分かり易く丁寧に記載しているか？

審査員は全てにおいての「専門家」ではありません。

審査員によく理解してもらえないと良い点数は貰えません。
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【お問合せ先】
応募に関する不明点は、事業再構築補助金事務局コールセンター又はサ

ポートセンターまでお問合せください。問い合わせが集中した場合、回答

に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。

＜事業再構築補助金事務局コールセンター＞

受 付 時 間：９：００～１８：００（日・祝日を除く）

電 話 番 号：＜ナビダイヤル＞０５７０－０１２－０８８

＜IP電話用＞ ０３－４２１６－４０８０

＜電子申請の操作方法に関するサポートセンター＞

受 付 時 間：９：００～１８：００（土・日・祝日を除く）

電 話 番 号：０５０－８８８１－６９４２

75



www.kiacnet.org

④ ＩＴ導入補助金

https://www.it-hojo.jp/

【 事業目的】

中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに

合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさ

まの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経

営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・

売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを

目的としています。【一般枠】

76

https://www.it-hojo.jp/
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近畿経済産業局様の資料を引用
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どんなものに使えるか？

● 申請者は、ＩＴ導入補助金事務局に登録された「ＩＴ導入支援事業者」
とパートナーシップを組んで申請することが必要。

● 事務局へ登録されたＩＴツール（アプリなど）を使用していること

● ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連費、ハードウェア購入費（一部）

※ IT導入支援事業者・ITツール検索 ←  詳細

https://portal.it-hojo.jp/r3/search/?_ga=2.105892547.1960440000.1676738380-1968689074.1673280908&_gl=1*1fap390*_ga*MTk2ODY4OTA3NC4xNjczMjgwOTA4*_ga_2XNEQ94373*MTY3NjczODM4MC41LjEuMTY3NjczODQ2My42MC4wLjA.
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＜ＩＴ導入支援事業者とは＞

ＩＴ導入支援事業者とは、補助事業者と共に事業を実施するパートナーと

して、補助事業者に対するＩ Ｔツールの説明、導入、運用方法の相談等

のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提 出する各

種申請・手続きのサポートを行う事業者。事務局及び外部審査委員会によ

る審査の結果、採択さ れた者を指す。なお、ＩＴ導入支援事業者が提供

し、かつ本事業において登録されたＩＴツールのみが補助対象となる。

＜ＩＴツールとは＞

ＩＴツールとは、本事業においてＩＴ導入支援事業者が提供し、かつ事

務局に事前登録された補助事業者の労働生産性向上に資するソフトウェ

ア・オプション・役務の総称。詳細については、「２－３補助対象 経費

の内容と、補助対象となるＩＴツールの分類・要件」を確認すること。
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近畿経済産業局様の資料を引用



www.kiacnet.org

81

近畿経済産業局様の資料を引用
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（IT P.26）



www.kiacnet.org

83



www.kiacnet.org

84



www.kiacnet.org

85

まとめ

１．ＩＴ導入支援事業者の支援を受けて進めているか？

２．事務局に登録されたＩＴツールを使用するか？

３．申請書作成に当たっては分かり易く丁寧に記載しているか？
審査員は全てにおいての「専門家」ではありません。
審査員によく理解してもらえないと良い点数は貰えません。

４．「地域牽引事業計画」の承認を得ているか？

５．審査項目に対する説明は妥当であるか？

６．第三者に「事業計画書」を読んで確認をして貰ったか？
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https://www.it-hojo.jp/

https://www.it-hojo.jp/
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⑤ 小規模事業者持続化補助金

【事業目的】

小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工

会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路

開拓を支援

※常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除

く)」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者
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https://r3.jizokukahojokin.info/
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今後の予定

今後の公募予定について神戸商工会議所に確認したところ、これまでの事業
は第１１回で終わるが、令和４年度補正予算にて継続する予定とのことを確
認致しました。
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小規模事業者とは？

小規模事業者持続化補助金ガイドブック

公募要領

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook.pdf
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf
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事業スキーム図
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【補助上限額】

50～200万円 ⇨ 令和4年度第2次補正予算より、免税事業

者からインボイス発行事業 者に転換する場合、一律に50万

円の補助上限上乗せを行います。 （最大250万円）

【補 助 率】

２／３（賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者

は３／４）

【補助対象】
店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など
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公募要領

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf
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※経営力強化計画

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
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まとめ

①「小規模事業者」に該当するか？

②「商工会議所」や「商工会」の支援を受けながら進めているか？

③「商工会議所」や「商工会」から「事業支援計画書」を取得したか？

④「ＧビズＩＤプライムアカウント」は取得したか？

⑤「審査ポイント」の設問に対する補助事業計画書内での回答は適正か？

⑥「経営力向上計画」の認定は取得したか？

⑦ 申請書作成に当たっては分かり易く丁寧に記載しているか？
審査員は全てにおいての「専門家」ではありません。
審査員によく理解してもらえないと良い点数は貰えません。

⑧ 第三者に「補助事業計画書」の確認をして貰ったか？
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